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要旨 

国立大学法人のガバナンスを考える上で「個々の大学への資金配分をどのよ

うなルールに基づいて行うのか」という問いは、大学法人の次期中期計画の策定

が控えるなかで、非常に重要な政策的意味合いを持つ。本稿では、現在の国立大

学法人の収入のほぼ 5割を占める、運営費交付金の配分の現状評価および算定上

の限界について明らかにし、先の問いに答えるための議論の土台を提供すること

を目的とする。まず、「教育研究などに対する運営費交付金」の構造分析を通じ

て、その配分の決定要因を探った。結果として、運営費交付金のうち競争的な経

費の配分に関しては、現在においても国が裁量の余地を有し、前年度配分が少な

い大学に今年度配分するという財源保障型の配分が行われている傾向があるこ

とが明らかとなった。次に、「付属病院に対する運営費交付金」の構造分析から

は、現状の交付金の予算と決算には会計上の不一致がみられることを示し、次期

中期計画の配分ルールの策定においては、会計上の不備を見直し収支の透明性を

高めた上での議論が必要であることを指摘した。 

 

JEL classification: A29, H52, H61, I22 
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1．はじめに 
2004 年 4 月より、国立大学は法人化して新たなスタートをきった。これにともない、文

部科学省から国立大学運営のために配分される補助金は、使途自由な運営費交付金に統一

された(2008 年度予算で、総収入の約 54%を占める)。運営費交付金は、2004 年から一定の

ルールで削減され、2009 年度まで続く予定である。さらに、2010 年度からは運営費交付金

の配分額決定に成果主義が導入される方向で議論が進められており、地方大学は、交付金

の大きな削減に懸念を抱いている。成果指標次第では、大学間で交付金に格差が生じる可

能性もある。このような観点で、今後、国民が国税を用いて、国立大学をどのようにガバ

ナンスしていくのか、言い換えれば、交付金の配分のあり方は日本の将来を考える上でも

重要であろう。しかしながら、マクロ的な高等教育財政への資源配分問題や国立・公立・

私立といった設置形態ごとの役割とその間での資源配分問題については、さまざまに議論

がなされる一方で、国立大学間における資源配分の問題に関する経済学的分析はまだ緒に

ついたばかりである。現在の運営費交付金は、地方交付税と同様、算定された所要額(2003

年度予算ベース)と、大学の独自収入(2003 年度予算ベース)の差を埋め合わせるように算

定され、財源保障型の配分が行われている。それは、大きく 2つのカテゴリー「付属病院

に対する運営費交付金」と「教育研究などに対する運営費交付金」に分類できる。本稿で

は、これら 2つの運営費交付金の問題について分析をおこなう。 

以下では、本稿の課題である 2つの運営費交付金の問題に関連する研究を紹介する。ま

ず、国立大学の法人化以前に、国立大学への予算配分の現状を分析し、その問題点を明ら

かにした研究としては、前川・Worawet (2001)がある。国立大学の歳出総額を用いて、そ

の違いがどのような要因によって説明されるかを実証的に分析している。結果、国立学校

特別会計のもとでの予算配分は、教育・研究のようなアウトプットを生み出す大学のパフ

ォーマンスとは関係なく、旧帝国大学や総合大学のような大学類型(序列)により大きな影

響を受けていること、職員数や研究施設数のような大学の固定的な規模でほぼ決まってい

ることを示している。また、法人化前に交付金配分のシミュレーションを試みた研究とし

て、島(2003)がある。島(2003)では、法人化前の運営費交付金配分ルールに基づく大学間

資金配分シミュレーションを行うことで、法人化の影響を分析している。試算の結果より、

従来の配分額と法人化後の配分額に大きな差が生じる可能性を指摘した。 

 法人化後における運営費交付金に関する議論としては、運営費交付金と外部資金の関係

を分析した研究として、吉田(2007)がある。吉田(2007)は、理論モデルにより、運営費交

付金と外部資金との間の代替的な関係と補完的な関係の両方のケースを検討したうえで、

国立大学法人の決算データを用いて、運営費交付金の変化が外部資金の導入に及ぼす影響

を検討した。実証結果から運営費交付金についてプラスの偏回帰係数とマイナスの偏回帰

係数の 2つの結果が推定され、このことから運営費交付金は大学における基本的な研究基

盤を形成する役割をもち、運営費交付金の減少は外部資金の導入につながる結果をもたら

すケースもあるが、同時に、大学の基本的な研究活動を制約する結果につながることを指
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摘した。また、比較的小規模の大学では、教員 1人あたりの交付金額と外部資金の関連は

薄いとしている。 

法人化後の研究では、国立大学法人に対して、競争的に配分される資金を評価した研究

もみられる。島(2007a)は、評価に基づいて配分される資金と基盤的資金とを比較し、国立

大学間・内配分の現状を明らかにすることから、今後の資金配分に関する政策的・経営的

含意を示した。島(2007a)は、「評価に基づいて配分される資金」と「基盤的な教育研究費」

とではそれらの果たす役割に明確な差異があることから、「評価に基づいて配分される資

金」を拡大することで、より効率的な配分が達成されるという考え方は必ずしも現実とは

あっていないことを指摘した。 
山本(2007)は、国立大学法人に配分される各種競争的資金がどのような特性を有してい

るのかを、採択率(競争性)と変動係数(集中度)を比較し、また大学特性別の採択率の比較

も行っている。その結果、運営費交付金のうち競争的な配分部分である特別教育研究経費

は、科研費、COE、GP などその他の競争的資金との比較において、競争性及び重点生にお

いて中程度であることを示し(COE や科研費の方がより競争性は高い)、また特別教育研究

経費の採択率を大学特性別にみると、医科大や教育大で比較的高いことを示した。また、

吉田(2007)では、特別教育研究経費と新規組織整備費を合わせた、法人化前の平成 15 年度

の採択率と法人化後の平成 17 年度の採択率を比較した結果、採択率は法人化以前と比較し

て全体的に伸びているが、大学特性によって大きな差があり、特に理工大、教育大、文科

大で伸びていることを示した。吉田(2007)は、このような結果についての明確な理由は不

明であると述べている。 

 更に、運営費交付金の算定ルールの特徴としての効率化係数と経営改善係数の影響に注

目した研究として島(2007b)がある。島(2007b)は、効率化・経営改善係数の影響度(＝を定

義し、実証的データに基づいて、それを算出し評価したところ、大学病院を有する大学で

も、特に経営改善の影響が大きい地方大学において、効率化・経営改善係数に関する負担

が非常に大きいことを示した。またその影響は大学間で非常に大きい差違があることを示

した5。 

最近では、2007 年 5 月 21 日の財務省の財政制度等審議会において交付金配分の試算な

どが出され、また、直近では 2008 年 5 月 19 日の財務省の財政制度等審議会においても議

論がなされ、交付金の算定ルールの評価として、財政配分についての考察が行われている。 

しかし、これらの先行研究での分析は、データの制限から主として各国立大学法人の財

務データ(決算データ)による分析やアンケート調査によって得られた情報を用いた分析が

中心である。本稿では、運営費交付金予算とその内訳のデータを用いて、各国立大学法人

                                                  
5 島(2007b)は、効率化係数、経営改善係数、人件費削減(5％)の影響を評価し、次の政策的・経営的含意

を得た。①現行の効率化・経営改善係数そのものの撤廃を検討する。②効率化・経営改善係数が引き続き

維持されるとするのであれば、そのかけ方を工夫する必要がある。③効率化・経営改善係数のかけ方に変

化をつけることができないのだとすれば、教育大学等の大学は人件費の大規模のリストラクチャリングを

なるべく早期にかつ計画的に実施していくことが必要になる。 
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に対しての予算の配分を決定する上での決定要因を分析する。また、運営費交付金の予算

額と決算額を比較することにより、国立大学法人会計と国の予算額決定システムの間の不

一致を明らかにする。 

本稿の構成は、以下である。まず、第 2節で、運営費交付金制度(特に運営費交付金のう

ちで競争的に配分される特別教育研究経費)を概観する。次に、第 3節で、運営費交付金の

配分の決定要因を分析する。運営費交付金は 2003 年度の予算をベースにルールで決定され

ているが、ここでは、実際の結果としてどのような配分になっているのかを明らかにする。

第 4節で、「付属病院に対する運営費交付金」の問題について論じる。まず、付属病院に

対する運営費交付金の会計上の問題を議論する。また、付属病院の経営状態を財務データ

から評価し、現在の「付属病院運営費交付金」の算定ルールが妥当なものかを議論する。

最後に、第 5節で、結果を評価し、それらの結果に基づいた政策提言を述べる。 

 

2．国立大学法人の財政 
ここでは、まず、現在の国立大学法人の収支構造について概観する(2-i)。次に、国立大

学法人運営費交付金の算定ルールに関して説明する(2-ⅱ)。続いて、運営費交付金の会計

処理の流れについて解説する(2-ⅲ)。更に、運営費交付金の一部であり、各国立大学に対

して競争的に配分される部分である特別教育研究経費についての説明、及び公募審査方式

に基づく概算要求の流れを解説する。(2-ⅳ) 

 

2－i 国立大学法人の収支構造 

国立大学が法人化する以前は、自己収入や付属病院収入などの収入は、まず国立学校特

別会計の収入となり、その後、各国立大学に配分する仕組みになっていた。国立大学の法

人化後の収支構造は、図表 1のように表すことができる。 
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(図表 1)国立大学法人の収支構造 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

出所：文部科学省資料 

授業料等学生納付金

授業料収入

入学金収入

検定料収入

財産処分収入

雑収入

職員宿舎貸付料収入 基盤的業務活動実施経費

寄宿舎料収入 業務費

学校財産貸付料収入  等 教育経費

運営費交付金収入 研究経費

附属病院収入 診療経費（※原則、病院収入で対応）

教育研究支援経費

外部資金等収入 役員人件費

奨学寄附金収入 教員人件費

版権及特許権等収入 職員人件費

産学連携等研究収入 一般管理費

共同研究収入

受託研究収入

間接経費

国公私立大学を通じた大学教育改革支援経費

特色ある大学教育支援プログラム

現代的教育ニーズ取組支援プログラム

グローバルＣＯＥプログラム  等

間接経費

競争的研究資金

〔文部科学省関連（独法所管含む）〕

科学研究費補助金

科学技術振興調整費

戦略的創造研究推進事業  等

間接経費

〔他省庁関連（独法所管含む）〕

厚生労働科学研究費補助金

産業技術研究助成事業  等

間接経費

船舶建造費

〔文部科学省関連（独法所管含む）〕

船舶建造費補助金収入

施設整備費補助金収入

財務・経営センター施設費交付金収入

長期借入金収入（債券発行含む）

財務・経営センター施設費貸付金収入

〔他省庁関連（独法所管含む）〕

都市再生プロジェクト及景観形成施設整備推進費

新産業育成ビジネス・インキュベーション整備事業

〔民間資金〕

長期借入金収入（債券発行含む）

民間金融機関等借入金収入

支 出 】

施設整備費（修繕、土地購入を含む）

【 収 入 】 【

資

産

形

成

資

源

基

盤

的

な

業

務

活

動

資

源

受託事業、補助事業等業務実施経費

外

部

資

金

等

資

源

競

争

的

業

務

活

動

資

源

※間接経費を除く

国立大学法人の収支構造

文 部 科 学 省

その他の独立行政法人（日本学術振興会等）

独立行政法人国立大学財務・経営センター

文 部 科 学 本 省

そ の 他 の 省 庁 等

総 務 省

内 閣 府

経 済 産 業 省

農 林 水 産 省

厚 生 労 働 省

環 境 省

国 土 交 通 省

競争的資金等所管機関
※所管の独立行政法人を含む

財政融資資金所管機関

国 民 等 受 益 者

そ の 他 （ 宿 舎居 住者 、財 産使 用者 等）

患 者 （ 外 来 、 入 院 ）

学 生 、 生 徒 （ 正 規 生 、 非 正 規 生 ）

民 間 企 業 等

試 験 研 究 機 関

民 間 企 業

民 間 金 融 機 関 等

民 間 金 融 市 場

民 間 金 融 機 関

財 務 省

教 育

研 究

社会貢献

篤 志 家 等
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はじめに、収入構造からみていく。まず、国民等受益者からの収入としては、学生等か

らの授業料等学生納付金があり、付属病院を有する大学では、患者からの医療費としての

付属病院収入がある。その他(宿舎居住者、財産使用者等)からの収入として財産処分収入

や雑収入がある。これらの収入は、主として教育研究活動や人件費、管理費のような基盤

的業務活動実施経費に充てられる。次に、文部科学省からの収入としては、国立大学法人

のメインの収入である運営費交付金収入、競争的業務活動資源である国公私立大学を通じ

た大学教育改革支援経費、競争的研究資金、更に資産形成資源として船舶建造費補助金収

入や施設整備費補助金収入がある。また、独立行政法人国立大学財務・経営センターから

は、資産形成資源として財務・経営センター施設費貸付金収入がある。更には、日本学術

振興会等の文部科学省に関係するその他の独立行政法人からの競争的研究資金がある。こ

れらの収入のうち資産形成資源に関しては、船舶建造費や施設整備費に充てられ、運営費

交付金収入は基盤的業務活動実施経費、競争的研究業務活動資源は、主として受託事業や

補助事業等業務実施経費に充てられる。その他の省庁等から国立大学法人への収入として

は、競争的研究資金や資産形成資源のうちの文部科学省以外の省庁関連のものがある。ま

た、財政投融資資金所管機関である財務省は、独立行政法人国立財務・経営センターを通

じて、国立大学法人に財務・経営センター施設費貸付金を提供するという役割を担ってい

る。民間企業等からの収入としては、奨学寄付金収入、版権及特許権等収入、産学連携等

収入といった外部資金等収入がある。法人化後は、民間金融機関等から借入れを行うこと

が可能となった。民間金融機関等から国立大学法人への収入としては、民間金融機関等借

入金収入がある。例えば、東京農工大学、宇都宮大学、筑波大学などは、実際に民間から

借入れを行っている。しかし、借入れを行う場合は、財務大臣の許可が必要となる。 

次に、国立大学法人の支出構造をみる。まず、国立大学法人の収入のうち基盤的な業務

活動資源である授業料等学生納付金、財産処分収入、雑収入、運営費交付金収入、付属病

院収入は、主として基盤的活動実施経費(教育経費、研究経費、診療経費、各種人件費など

の業務経費、及び一般管理費)として支出される。また、その一部は、船舶建造費や施設整

備費に対して支出されている。 

外部資金等資源(外部資金等収入)のうち奨学寄付金収入と版権及特許権等収入は、主と

して基盤的業務活動実施経費として支出され、その一部は船舶建造費や施設整備費に対し

て支出する。また、産学連携等研究収入のうち、共同研究収入、受託研究収入に関しては、

受託事業や補助事業等業務実施経費に支出され、間接経費に関しては基盤的活動実施経費、

船舶建造費や施設整備費に支出される。また、競争的業務活動資源のうち、国公私立大学

を通じた大学教育改革支援経費、競争的研究資金で間接経費以外は、受託事業や補助事業

等業務実施経費として支出され、間接経費に関しては基盤的活動実施経費、船舶建造費や

施設整備費に支出される。最後に、資産形成資源のうち、船舶建造費補助金収入は、船舶

建造費として支出され、その他は全て施設整備費として支出される。 

2004 年度の運営費交付金に関しては、2003 年度実績をベースにした大学運営に必要な経
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費から自己収入(授業料収入や病院収入)を差し引いた額として算定されている。また、2005

年度以降の運営費交付金は、原則として大学運営に必要な経費を 1％削減、病院収入 2％増

加を前提としたルールのもとで、算出される。運営費交付金を算出する際のベースとは、

算定された所要額(2003 年度予算ベース)と、大学の独自収入(2003 年度予算ベース)の差を

埋め合わせるように算定されていることから、地方交付税と同様、財源保障型の配分から

スタートしたといえよう。 

 

2－ⅱ 国立大学法人の運営費交付金算定ルール 

 以下では、文部科学省が公開している「国立大学法人の運営費交付金算定ルール」より、

その仕組みを紹介する。ここでは、基本的なケースである「学部、研究科又は学校教育法

第 69 条の 2第 5項に規定する学科を有する場合」を紹介する(そのほかに、文部科学省ホ

ームページでは、このケース以外の場合の算定方法も公開されている)。 

毎事業年度に交付する運営費交付金は、以下の表に示されているように、事業区分に基

づき、それぞれに対応する数式により算定したもので決定されている。 なお、以下では、

ｙは、事業年度をあらわすものとする。 

 

Ａ．［学部教育等標準運営費交付金対象事業費および収入］  

① 「一般管理費」 管理運営に必要な職員(役員含む)の人件費相当額及び管理運

営経費の総額 

② 「学部・大学院

教育研究経費」 

学部・大学院の教育研究に必要な設置基準上の教職員の人件費

相当額及び教育研究経費の総額である。 

③ 「附属学校教育

研究経費」 

附属学校の教育研究に必要な標準法上の教職員の人件費相当

額及び教育研究経費の総額 

④ 「教育等施設基

盤経費」 

教育研究等を実施するための基盤となる施設の維持保全に必

要となる経費 

⑤ 「入学料収入」 当該事業年度における入学定員数に入学料標準額を乗じた額

(平成15年度入学料免除率で算出される免除相当額については

除外) 

⑥ 「授業料収入」 当該事業年度における収容定員数に授業料標準額を乗じた額

(平成15年度授業料免除率で算出される免除相当額については

除外) 

 

Ｂ．［特定運営費交付金対象事業費および収入］ 

⑦ 「学部・大学院

教育研究経費」 

学部・大学院の教育研究活動の実態に応じ必要となる教職員の

人件費相当額及び教育研究経費の総額 

⑧ 「附属学校教育 附属学校の教育研究活動の実態に応じて必要となる教職員の
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研究経費」 人件費相当額及び教育研究経費の総額 

⑨ 「教育研究診療

経費」 

附属病院の教育研究診療活動に必要となる教職員の人件費相

当額及び教育研究診療経費の総額 

⑩ 「附置研究所経

費」 

附置研究所の研究活動に必要となる教職員の人件費相当額及

び事業経費の総額 

⑪ 「附属施設等経

費」 

附属施設の研究活動に必要となる教職員の人件費相当額及び

事業経費の総額 

⑫ 「特別教育研究

経費」 

特別教育研究経費として、当該事業年度において措置する経費

⑬ 「 特 殊 要 因 経

費」 

特殊要因経費として、当該事業年度に措置する経費 

⑭ 「その他収入」 検定料収入、入学料収入(入学定員超過分)、授業料収入(収容

定員超過分)、雑収入。平成16年度予算額を基準とし、中期計

画期間中は同額 

 

Ｃ．［附属病院運営費交付金対象事業費および収入］ 

 

⑮ 「 一 般 診 療 経

費」 

附属病院の一般診療活動に必要となる人件費相当額及び一般

診療経費の総額である。ここで、一般診療経費は2004年度予算

額を基準とし、中期計画期間中は同額 

⑯ 「 債 務 償 還 経

費」 

債務償還経費として、当該事業年度において措置する経費 

⑰ 「附属病院特殊

要因経費」 

附属病院特殊要因経費として、当該事業年度に措置する経費 

⑱ 「 附 属 病 院 収

入」 

付属病院業務により獲得したキャッシュ・フローベースの収入

である。交付金の算定において、付属病院収入は、前年度の収

入額に経営改善額を加えたものとする。 

 

 

運営費交付金の算定 

 以上の事業区分に基づいて、運営費交付金は、上に示した事業区分を基に、以下の算定

式により求められる。 

運営費交付金 ＝ Ａ(ｙ)＋ Ｂ(ｙ)＋ Ｃ(ｙ) 

 

1) 上述の運営費交付金算定式の(Ａ)は、「毎事業年度の教育研究経費にかかる学部教

育等標準運営費交付金」及び「特定運営費交付金」である。(Ａ)は、以下の数式により決
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定される。  

 

Ａ(ｙ)＝ Ｄ(ｙ)＋ Ｅ(ｙ)＋Ｆ(ｙ)＋ Ｇ(ｙ)－ Ｈ(ｙ)  

(1)Ｄ(ｙ)＝｛Ｄ(ｙ－1)×β(係数)×γ(係数)－ｄ(ｙ)｝×α(係数)＋ｄ(ｙ)  

(2)Ｅ(ｙ)＝Ｅ(ｙ－1)×β(係数)×α(係数)  

(3)Ｆ(ｙ)＝Ｆ(ｙ－1)×α(係数)±ε(施設面積調整額)  

(4)Ｇ(ｙ)＝Ｇ(ｙ)  

(5)Ｈ(ｙ)＝Ｈ(ｙ)  

 

ここで、それぞれの記号は、先の表の事業区分と、以下のように対応している。 

Ｄ(ｙ) 学部・大学院教育研究経費(②、⑦ 

附属学校教育研究経費(③、⑧) 

ｄ(ｙ) ｄ(ｙ)のうち教員に関わる経費 

Ｅ(ｙ) 教育研究診療経費(⑨)、附置研究所経費(⑩)、附属施設等

経費(⑪) 

Ｆ(ｙ) 教育等施設基盤経費(④) 

Ｇ(ｙ) 特別教育研究経費(⑫) 

Ｈ(ｙ) 入学料収入(⑤)、授業料収入(⑥)、その他収入(⑭) 

 

2) 上述の運営費交付金算定式の(Ｂ)は、「毎事業年度の診療経費にかかる附属病院運

営費交付金」である。(Ｂ)は、以下の数式により決定される。  

 

Ｂ(ｙ)＝Ｉ(ｙ)－Ｊ(ｙ)  

(1)Ｉ(ｙ)＝Ｉ(ｙ)  

(2)Ｊ(ｙ)＝Ｊ(ｙ－1)＋Ｋ(ｙ) 

ここで、［Ｋ(ｙ)＝Ｊ(2004)×λ(係数)－Ｊ(2004)］  

注)附属病院運営費交付金算定ルールは、診療分の運営費交付金を受ける附属病院のみに対し

て適用される。  

ここで、それぞれの記号は、先の表の事業区分と、以下のように対応している。 

Ｉ(ｙ) 一般診療経費(⑮)、債務償還経費(⑯)、附属病院特殊要因

経費(⑰) 

Ｊ(ｙ) 附属病院収入(⑱) 

Ｊ(2００4) 2004年度附属病院収入予算額 

Ｋ(ｙ) 上の定義式で計算される経営改善額 

3) 上述の運営費交付金算定式の(Ｃ)は、「毎事業年度の一般管理費等にかかる学部教

育等標準運営費交付金」及び「特定運営費交付金」である。(Ｃ)は、以下の数式により決
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定される。 

 

Ｃ(ｙ)＝Ｌ(ｙ)＋Ｍ(ｙ)  

(1)Ｌ(ｙ)＝Ｌ(ｙ－1)×α(係数)  

(2)Ｍ(ｙ)＝Ｍ(ｙ)  

 

ここで、それぞれの記号は、先の表の事業区分と、以下のように対応している。 

Ｉ(ｙ) 一般管理費(①) 

Ｍ(ｙ) 特殊要因経費(⑬) 

 

最後に、上の式にある諸係数の意味は以下の通りである。 

α：効率化係数(△1％) 

β：教育研究政策係数6 

γ：教育研究組織係数7 

ε：施設面積調整額8 

λ：経営改善係数9(2％) 

 

 この算定ルールに基づいて文部科学省は各国立大学に配分するための予算額を決定する

ことになる。運営費交付金算定ルールの説明のフローチャートを、図表 2に示す。また、

本稿の分析で用いる予算のデータは、上の事業区分では、 1)の特定運営費交付金である

［特別教育研究経費：Ｇ(ｙ)］、 2)の付属病院運営費交付金、 3)の特定運営費交付金

である［特殊要因経費：Ｍ(ｙ)］、及び、その他全てである基礎的な運営費交付金である(効

率化係数 1％が課される部分である)。 

                                                  
6 この係数は、物価動向等の社会経済情勢等及び教育研究上の必要性を総合的に勘案して必要に応じ運用

するための係数である。各事業年度の予算編成過程において当該事業年度における具体的な係数値を決定

する。なお、物価動向等の社会経済情勢等を総合的に勘案した係数を運用する場合には、一般管理経費に

ついても必要に応じ同様の調整を行う。 
7 この係数は、学部・大学院等の組織整備に対応するための係数である。各事業年度の予算編成過程にお

いて当該事業年度における具体的な係数値を決定する。 
8 施設の経年別保有面積の変動に対応するための調整額である。各事業年度の予算編成過程において当該

事業年度における具体的な調整額を決定する。 
9 この係数は、平成 17 年度以降、中期計画期間中に相当額程度の収支改善を求めるための係数である。 
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(図表 2)運営費交付金の算定ルール 
 

学部教育等標準運営費交付金対象事業費　（教育研究経費）

特定運営費交付金対象事業費　（教育研究経費）

↓（中身）

各種研究経費　（効率化係数による調整対象）

　＋教育研究診療経費　（効率化係数による調整対象）　＜人件費が含まれる＞

　＋付属研究所経費　（効率化係数による調整対象）　＜人件費が含まれる＞

　＋付属施設等経費　（効率化係数による調整対象）　＜人件費が含まれる＞

　＋教育等施設基盤経費　（効率化係数による調整対象）

学部教育等標準運営費交付金対象事業費　（一般管理費）　人件費が含まれる

　＋特定運営費交付金対象事業費　（一般管理費）

↓（中身）

付属病院収入　（経営改善額）

経営改善係数による調整対象

↓（中身）

一般診療経費

　＋債務償還経費

　＋付属病院等特殊要因経費

↓

入学料収入＋授業料収入＋その他収入

国立大学法人運営費交付金

付属病院運営費交付金対象事業費　（診療経費）

基礎的な運営費交付金

基礎的な運営費交付金

付属病院運営費交付金

　＋特殊要因経費

一般管理費（効率化係数による調整対象）　＜人件費が含まれる＞

　－

　―

　＋特別教育研究経費
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2006 年度の国立大学法人の類型別、運営費交付金予算額・交付額・決算額に関しては図

表 3の通りである。表より、文部科学省における予算と財務省の調整を経ての実際の交付

額、および各国立大学法人が交付額を収益化した決算額にはいくらかの差が生じているこ

とがわかる(運営費交付金の会計処理の流れは第 3節で解説する)。特に予算および交付額

と決算額の間には、2006 年度の運営費交付金総額でみて、約 652 億の額の差がある。 
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(図表 3)国立大学運営費交付金類型別予算額・交付額・決算額：2006 年度(単位 千円) 

予算 交付額 決算 予算 決算 予算－決算 予算 収益化分 予算－決算

（合計） （合計） （合計） （病院以外） （病院以外） （病院以外） （病院） （病院） （病院）

1,196,519,982 1,196,504,700 1,131,281,300 15,282 65,238,682 65,223,400 1,153,988,852 984,670,420 169,318,432 42,531,130 146,610,880 ▲ 104,079,750

大規模大学

北海道大学　東北大学　筑波大
学　千葉大学　東京大学　新潟大
学　名古屋大学　京都大学　大阪
大学　神戸大学　岡山大学　広島
大学　九州大学

540,459,818 540,458,900 503,972,500 918 36,487,318 36,486,400 512,559,223 429,281,520 83,277,703 27,900,595 74,690,980 ▲ 46,790,385

中規模病院有大学

弘前大学　秋田大学　山形大学
群馬大学　金沢大学　福井大学
山梨大学　信州大学　岐阜大学
三重大学　鳥取大学　島根大学
山口大学　徳島大学　香川大学
愛媛大学　高知大学　佐賀大学
長崎大学　熊本大学　大分大学
宮崎大学　鹿児島大学　琉球大
学

309,506,525 309,495,100 294,768,000 11,425 14,738,525 14,727,100 298,989,190 235,754,600 63,234,590 10,517,335 59,013,400 ▲ 48,496,065

医科大学
旭川医科大学　東京医科歯科大
学　浜松医科大学　滋賀医科大
学

33,825,077 33,824,900 32,365,700 177 1,459,377 1,459,200 29,711,877 19,459,200 10,252,677 4,113,200 12,906,500 ▲ 8,793,300

理工系中心大学

室蘭工業大学　帯広畜産大学
北見工業大学　東京農工大学
東京工業大学　東京海洋大学
電気通信大学　長岡技術科学大
学　名古屋工業大学　豊橋技術
科学大学　京都工芸繊維大学
九州工業大学　鹿屋体育大学

73,305,634 73,305,000 70,851,900 634 2,453,734 2,453,100 73,305,634 70,851,900 2,453,734

文系中心大学

小樽商科大学　福島大学　東京
外国語大学　東京芸術大学　一
橋大学　滋賀大学　大阪外国語
大学

24,735,757 24,735,400 23,758,400 357 977,357 977,000 24,735,757 23,758,400 977,357

教育系大学

北海道教育大学　宮城教育大学
東京学芸大学　上越教育大学
愛知教育大学　京都教育大学
大阪教育大学　兵庫教育大学
奈良教育大学　鳴門教育大学
福岡教育大学

52,520,300 52,519,900 50,474,700 400 2,045,600 2,045,200 52,520,300 50,474,700 2,045,600

大学院大学

総合研究大学院大学　政策研究
大学院大学　北陸先端科技術大
学院大学　奈良先端科技術大学
院大学

102,434,835 102,433,800 97,078,000 1,035 5,356,835 5,355,800 102,434,835 97,078,000 5,356,835

中規模病院無大学

岩手大学　茨城大学　宇都宮大
学　埼玉大学　お茶の水女子大
学　横浜国立大学　静岡大学　奈
良女子大学　和歌山大学

59,732,036 59,731,700 58,012,100 336 1,719,936 1,719,600 59,732,036 58,012,100 1,719,936

単位:千円

2006

予算－交付額 予算－決算 交付額－決算大　　　学

国立大学法人（全体）
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以下の図表 4～6には、本稿の分析の中心となる運営費交付金の内訳について、法人化後

の 2004 年から 2007 年までの金額の推移、運営費交付金全体に占める各内訳の割合、前年

比の変化率が示されている。運営費交付金の内訳は、基礎的な交付金、付属病院運営費交

付金、特殊要因経費、競争的配分部分である特別教育研究経費に分けることができる。 

基礎的な部分(効率化係数、前年度比1％の削減対象、ただし、設置基準に基づく専任教

員数に必要な給与費相当額は対象から除外)、付属病院部分(経営改善係数2％が課され、

2004年度附属病院収入予算額を2％増加させることが前提。付属病院部分は、(一般診療経費

＋債務償還経費＋付属病院特殊要因経費)－(附属病院収入)で算定される。また、附属病院収入

は、(前年度病院収入＋経営改善額)であり、経営改善額は、(16年度病院収入×経営効率化係数

－16年度病院収入)である。は2004年から2007年にかけて係数の影響を受けて徐々に減少す

る一方で、係数の調整対象とはならない特別教育研究経費については年々増えている。 

 

(図表 4)運営費交付金の推移 
単位：千円

2004 2005 2006 2007

基礎的な運営費交付金 978,528,990 964,908,334 955,773,778 945,359,012

付属病院運営費交付金 58,400,031 49,913,659 42,531,130 36,700,854

特別教育研究経費 74,104,366 78,598,901 80,049,098 84,488,024

特殊要因経費 130,536,773 138,308,252 14,312,552 137,829,164

運営費交付金 1,241,572,164 1,231,731,151 1,221,479,564 1,204,379,061  

 

(図表 5)交付金に占める割合の推移 
2004 2005 2006 2007

基礎的な運営費交付金 0.788 0.783 0.782 0.785

付属病院運営費交付金 0.047 0.041 0.035 0.030

特別教育研究経費 0.060 0.064 0.066 0.070

特殊要因経費 0.105 0.112 0.117 0.114
 

 

(図表 6)前年度変化率の推移 

2005 2006 2007

基礎的な運営費交付金 -0.014 -0.009 -0.011

付属病院運営費交付金 -0.145 -0.148 -0.137

特別教育研究経費 0.06 0.018 0.055

特殊要因経費 0.06 0.035 -0.037

運営費交付金 -0.008 -0.008 -0.014  

 

次に、運営費交付金予算額全体、及びその内訳の変動係数の値の推移(2004 年度から
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2007 年度)をみる。大学間においては、大学の規模や類型により、そもそも予算額にバラ

ツキがあるが、ここでは 2004 年度からの推移をみることで、交付金予算の差が 2004 年度

の時点から拡大しているかどうかをみる。以下の図表 7、及び 8 には、変動係数の推移が

示されている。 
まず、運営費交付金全体や基礎的部分(1％削減対象)の変動係数に関してみれば、その値

は、2004 年度から 2007 年度にかけて大きな変化はみられない。 
次に、大学の付属病院に対する運営費交付金の変動係数に関してみれば、その値は、2004

年度から 2007 年度にかけて、大きくなっている。付属病院に対する運営費交付金予算は、

付属病院収入(経営改善係数 2％が課される)と一般診療経費＋債務償還経費の差として算

定される。従って、付属病院収入が、一般診療経費＋債務償還経費を上回る場合(経営改善

係数 2％が課されない)、交付金を必要としないとして予算はつかない。つまり、各大学付

属病院の経営改善の程度によっても大学間で予算の差が拡大する。 
図表 9 には、2004 年度から 2007 年度の間に、交付金予算が 0 の付属病院を所有する大

学をあげて、予算額を示した。秋田大学や筑波大学など、法人化した当初から交付金を受

け取っていない大学もあり、その後、付属病院の経営改善や効率化係数 2％の影響により、

徐々に予算が減り交付金を受け取っていない大学もある。2007 年度時点では、23 の国立

大学法人において、交付金予算が 0 となっている。 
最後に、特別教育研究経費は、2004 年度から 2005 年度にかけて、変動係数の値が大き

くなる。その後、2007 年度まで値は小さくなっている。特別教育研究経費は、各大学法人

に対して競争的に配分される性質のものであることから、大学間の差が拡大することも考

えられるが、変動係数の推移は、差は拡大するがその後小さくなるというものである。こ

のことから、実際は、大学間の差をならすように交付金が配分されているのではないかと

いうことが推察できる。 

 
 

(図表 7)変動係数の推移(1) 

2004 2005 2006 2007

基礎部分 1.130 1.132 1.131 1.134

附属病院部分 1.301 1.454 1.576 1.686

特別教育研究 1.298 1.604 1.568 1.331

特殊要因経費 1.086 1.149 1.137 1.052

合計 1.153 1.174 1.169 1.150

変動係数
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(図表 8)変動係数の推移(2) 

1.130 1.132 1.131 1.134

1.301

1.454

1.576

1.686

1.298

1.604

1.568

1.331

1.086

1.149
1.137

1.052

1.153
1.174 1.169

1.150

1.000

1.100

1.200

1.300

1.400

1.500

1.600

1.700

1.800

2004 2005 2006 2007

基礎 附属病院 特別教育研究 特殊要因 合計  

 
 

(図表 9)付属病院運営費交付金予算の金額の推移 

2004 2005 2006 2007

秋田大学 0 0 0 0

山形大学 85113 7462 0 0

筑波大学 0 0 0 0

群馬大学 916226 632598 304205 0

千葉大学 91776 20594 0 0

富山大学 401225 96160 0 0

福井大学 1071072 727394 368075 0

山梨大学 445753 100180 0 0

三重大学 181798 59134 0 0

島根大学 8125 0 0 0

岡山大学 163784 15641 0 0

広島大学 435060 127194 0 0

山口大学 1027330 645033 235656 0

香川大学 877831 554552 164028 0

高知大学 285723 1312 0 0

佐賀大学 333569 206 0 0

長崎大学 925862 556744 221950 0

大分大学 0 0 0 0

宮崎大学 0 0 0 0

鹿児島大学 0 0 0 0

旭川医科大学 294616 156186 0 0

浜松医科大学 0 0 0 0

滋賀医科大学 0 0 0 0

付属病院に対する運営費交付金
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2－ⅲ 運営費交付金会計処理の流れ 

ここまでは、運営費交付金予算に関して、その算定ルールや予算と決算の比較などを行

った。続いて、国が算定した予算が、各国立大学に交付され、その後各国立大学の交付税

決算額として、どのような過程で計上されるのかを説明する。 

 以下の図表 10より、まず、各国立大学に対する交付金の予算額は、上述の国立大学法人

運営費交付金算定ルールに基づいて文部科学省によりその額が決定される。算定ルールの

過程では、運営費交付金予算額の内訳である、各国立大学に対して競争的に配分される特

別教育研究経費や付属病院に対する運営費交付金、及び特殊要因経費の額も算定される。

その算定された予算は、財務省に提出され、財務省の調整を経て、実際に各国立大学に対

して配分される交付額が決定する。つまり、この各国立大学への交付額の合計額が純粋な

運営費交付金の総額となる。交付金の総額でみて 2006 年度において予算と交付額との差は、

約 1500 万円となっている(図表 3を参照)。したがって、文科省と財務省との調整過程を経

ても、予算と交付額には実際にはそれほど差は生じない。 

 財務省の調整を経て決定した交付額は、各国立大学法人に配分され、国立大学法人の会

計システム上、一旦その全額は運営費交付金債務として負債計上され、期間進行にともな

う収益化(業務の進行に応じて収益に振り替え、業務に要した費用と対応させて収益計算を

行う)の過程を経て、決算時点の会計処理では損益計算書(Ｐ/Ｌ)の運営費交付金収益とし

て計上される。したがって、交付額として入ってくるが、交付額のうち収益化されない部

分は運営費交付金収益として計上されない。そのことが、交付額(あるいは若干の差はある

が予算額)と決算額の差を生じさせている。 

 図表 10の通り、交付額のうち収益化されない部分は、資産見返運営費交付金10や資本剰

余金として計上される。収益化され運営費交付金収益として計上される部分はおおよそ

95％である11。更に運営費交付金収益の内訳は、大学運営費交付金収益と大学病院運営費

交付金収益、及び法人共通運営費交付金収益に分類される。ここで、資産見返運営費交付

金や資本剰余金に関しては、大学自体か付属病院か、あるいは共通のものかという内訳は

存在しない。したがって、このような過程を経て、運営費交付金の予算と決算との差が生

                                                  
10 資産見返運営費交付金の会計処理は、国立大学法人に特徴的な会計の取り扱いとなる。平成17年8月29

日(文部科学省)『国立大学法人の平成１６事業年度財務諸表の概要について』より、国立大学法人が、「固

定資産を取得する場合、研究機器等の償却資産の場合は資産見返勘定である資産見返運営費交付金に、美

術品などの非償却資産の場合は資本剰余金に振り替える。減価償却処理を行う都度、資産見返運営費交付

金から減価償却費と同額を取り崩しのうえ収益化することにより、損益を均衡させる仕組み。」とある。 

 
11 以下の表には、国立大学法人全体でみた、運営費交付金予算に占める決算(収益化された交付金分)を示

した。 

 

2004 2005 2006

決算/予算 94.36% 93.62% 95.08%  
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じている。このような収益化の過程は、国立大学法人会計に特有の性質であるといえるが、

このような予算と決算の不一致は国立大学法人を評価する際の問題を生じさせる原因とな

っているといえよう。 

以下の図表 10 において比較可能として示されている付属病院に対する交付金と大学病

院運営費交付金に関しては、それらの比較を通じた議論を第 3節でおこなう。 
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(図表 10)運営費交付金会計処理の流れ 
 

予算： 　文部科学省

交付： 　財務省 　→　100%

国立大学法人

決算：

( 比 較 可 能 )

95% 5%

期間進行に伴う収益化（業務の進行に応じて収益に振り替え、業務に要した費用と対応させて収益計算を行う）

大学運営費

交付金収益

大学病院運営費

交付金収益 交付金収益

法人共通運営費
配分明細なし

運営費交付金収益
交付金

資本剰余金

運営費交付金予算　：基礎的な部分、特別教育研究経費（競争的な部分）、付属病院に対する交付金、特殊要因の部分

運営費交付金の交付額

運営費交付金債務　（一旦その全額を「運営費交付金債務」として負債計上）

資産見返運営費
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2－ⅳ 特別教育研究経費について 

 特別教育研究経費とは、国立大学法人に対する運営費交付金のなかでも、国による公募

審査方式により競争的に配分されているものである。配分先が、算定式ではなく、公募審

査方式により決定されることから、国の裁量の余地を残した部分であるともいえる。 

以下では、まず、平成 19年度の特別教育研究経費の具体的な内容についてみていく。次

に、平成 18年度概算要求「特別教育研究経費(学術研究関係)」の流れ(案)(学術分科会、

研究環境基盤部会(第 4回)、Ｈ17.7.1)をもとに、特別教育研究経費の配分が公募審査を通

じてどのような過程により競争的に決定されているのかを解説する。 

 

1)特別教育研究経費の平成 19 年度予算 

平成 19年度の特別教育研究経費の概要をみると、特別教育研究経費の設置目的は、「新

たな教育研究ニーズに対応し、各国立大学等の個性に応じた意欲的な取組みを重点的に支

援するため」であり、地域医療・先進医療、食の安全・安心、特別支援教育、国際協力な

どに関して、国立大学法人からの公募に対して配分先が決められる。平成 19年度の予算を

見ると、平成 19年度特別教育研究経費予定額は、84,488 百万円(前年度は 80,049 百万円)

で、そのうち前年度からの継続事業分が、60,778 百万円となっている。したがって、新規

の事業分は 23,710 百万円であり、総額の 7割は継続事業分である。 

特別教育研究経費として採択されている事業の中身を見てみよう。主な新規事業として

は、教育改革分野(大学教育の改革を推進するための各国立大学法人の積極的な取組みを支

援)では、大阪大学･大阪外国語大学の「国際協力･共生社会のための実践的教育改革事業」、

鳥取大学の「地域医療を担う全人的医療人養成事業」、福島大学の「発達支援相談室の活

動を中核とした特別支援教育の実践的研究」、鹿児島大学の「県教育委員会との連携によ

る新しい教員養成カリキュラムの開発実施」、琉球大学の「地域資源を活用した持続可能

な発展に関する観光教育・人材育成プログラム」など、がある。教育改革分野では、81法

人の 174件のプログラムに対して、特別教育研究経費が配分されている。その平成 19年度

予定額は 7,512 百万円であり、そのうち新規採択件数は 46件(1,910 百万円)、継続事業件

数は 128件(5,602 百万円)である。 

次に、研究推進分野(大規模基礎研究の推進や新たな研究分野・領域への挑戦など各国立

大学法人における学術研究の推進を支援)では、どのような事業が採択されているのかをみ

る。主な新規事業は、京都大学の「次世代医療技術・創薬・臨床開発プロジェクト」、愛

媛大学の「先端的再生医療技術による難治性疾患治療法の開発」、千葉大学・東京大学・

名古屋大学の連合で「地球気候系の診断に関わるバーチャルラボラトリーの形成」、九州

工業大学「宇宙材料複合劣化研究プロジェクトの推進」などがある。研究推進分野では、

67法人による 189件のプログラムに対して、38,096 百万円の特別教育研究経費が配分され
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た。そのうち新規採択件数は、52件(2,295 百万円)、継続事業は 137件(35,801 百万円)で

ある。 

その他に拠点形成の分野(特定の国立大学法人において、他の国立大学法人や国外の研究

者等に対して教育研究環境を開放して行う大学全体の教育研究水準の向上にむけた事業を

支援)では、鹿児島大学、筑波技術大学、東京大学などが平成 19年度予算において研究費

を獲得している。この分野では、23法人の 63件のプログラムに対して、16,500 百万円の

特別教育研究経費が配分された。そのうち新規採択件数は、6件(304 百万円)、継続事業は

57件(16,196 百万円)である。以上の分野の他に、連携融合事業分野、特別支援事業分野が

ある。 

 

2)特別教育研究経費の概算要求の流れ 

特別教育研究経費の概算要求の流れを、平成 18年度概算要求「特別教育研究経費(学術

研究関係)」の流れ(案)(学術分科会、研究環境基盤部会(第 4回)、Ｈ17.7.1)は以下となっ

ている。 

① 各国立大学法人に対しての公募を行う。各法人は国に特別教育研究経費の要求をお

こなう(6月 23日提出締切)。 

② 国立大学法人の運営費交付金に関する検討会が実施され「国立大学法人支援に係る

概算要求調整方針」についての審議が行われる。 

③ ③研究環境基盤部会において、「特別教育研究経費(学術研究関係)の調整方針」に

ついて審議がなされる。 

④ 概算要求説明が行われ、各法人が概算要求した内容等について文部科学省への説明

がなされる(7月 6日から 7月 13日)。 

⑤ 研究環境基盤部会で概算要求事項(学術研究関係)について審議がなされ、大型プロ

ジェクト、附置研究所の新設及び全国共同利用組織化等についてのヒアリングが実

施される。その後 8 月の上旬に概算要求基準閣議了解、概算要求事項(学術研究関

係)の再整理と続く。 

⑥ 8 月下旬に研究環境基盤部会において、概算要求事項(学術研究関係)について部会

として了承される。 

⑦ 了承されたことが、国立大学法人の運営費交付金に関する検討会において報告され、

概算要求事項(国立大学法人等全体)について検討会として了承される。 

⑧ 概算要求取りまとめとして概算要求基準等を踏まえ、文部科学省において概算要求

事項の決定が行われる。 

⑨ 概算要求書を財務省へ提出(8月 31日)する 
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3 運営費交付金の配分の決定要因分析 
現在の運営費交付金の配分は、どのような要因によって決まっているのだろうか。実際、

現在の運営費交付金は 2003 年度の予算をベースに算定ルールで決められているが、法人化

後に計上された、競争的資金配分である特別教育研究経費が、結果としてどの程度運営費

交付金の配分に影響を与えているのかを見ることで、運営費交付金システムのあり方を議

論する。 

まず、運営費交付金(特別教育研究経費を含む)の配分は、実際のところ、なにによって

決まっているのだろうか。土井(2007)などの先行研究では、運営費交付金収益(決算額)は、

教員数や学生数でほぼ決まっていることが示されている。＜分析 1＞では、運営費交付金

予算額を用いても、同様の結果が得られる否かを確認する。加えて、競争的に配分される

はずである特別教育研究経費の配分と教員数、学生数とがどの程度相関をもっているか、

検証を行う。実際に特別教育研究経費が競争的に配分されているのであれば、教員数や学

生数といった要因との相関は相対的に低くなるはずである。 

続いて、＜分析 2＞では、運営費交付金内部における配分の決定要因の分析を行う。特

に特別教育研究経費の配分の決定要因に注目した分析を行う。分析では、特別教育研究経

費の 1期前の値を、特別教育研究経費を説明する変数として用いる。もし、過去の特別教

育研究経費との部分との間で、代替的な関係があれば、結果として公平性を重視した配分

と評価できるであろう。 

最後に＜分析 3＞では、特別教育研究経費と成果指標との関係を分析する。分析では、

国立大学の成果指標として、教育の指標、研究の指標、社会貢献の指標を用いた。 

 

＜分析 1＞ 運営費交付金と教員数、学生数 

ここでは、国立大学に対する運営費交付金が結果的にどのような配分となっているのかを

分析した。交付金は、毎年 1％ずつ削減される部分と競争的に配分される部分にわけるこ

とができる。分析では、運営費交付金の基礎的部分、特別教育研究経費(競争的部分)、及

び運営費交付金(全体)が、大学の構成要素である教員数と学生数のいずれで決定されてい

るのかを分析した。2004 年から 2006 年の 3年間の全 85国立大学法人別のプーリング・デ

ータを用いて OLS推定を行った。被説明変数は、運営費交付金、あるいはその内訳である。

説明変数は、教員数、あるいは学生数である。また、国立大学類型により異なる効果があ

ると考えられることから、国立大学法人類型のダミーを交差項として用いていた分析を行

った。12また、データの出所としては、運営費交付金の内訳は文部科学省より入手し、・教

                                                  
12 それぞれの変数の詳細は以下である。 

被説明変数：(モデル１)運営費交付金の基礎的交付金の部分(基礎的部分) 

(モデル２)特別教育研究経費の部分(競争的部分) 
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員数、及び学生数は、治部ほか(2008)よりデータを得ている。 

 

1)推定結果＜法人類型ダミーなしのケース＞ 

図表 11より、OLS推定の結果、被説明変数が「運営費交付金の基礎的部分」、「運営費交

付金の競争的部分(特別教育研究経費)、「運営費交付金全体」の全てのケースで、教員数、

学生数ともに有意な正の関係が示された。しかし、相対的には、教員数でより強い関係が

示された。 

運営費交付金の基礎的部分を被説明変数とした推定においては、国立大学法人運営費交

付金算定ルールのもとで、基礎的部分は主に教職員の人件費を賄うことを軸に、その額が

決定されていることから、教員数と強い相関が示されることは当然の結果であるともいえ

る。また、運営費交付金に占める基礎的部分の割合が、約 8割であることを考えれば、運

                                                                                                                                             
(モデル３)運営費交付金全体(基礎的部分＋競争的部分) 

説明変数：教員数、あるいは学生数。 

大学類型ダミー(交差項ダミー)： 

［D1］大規模大学ダミー：(13法人) 

北海道、東北、筑波、千葉、東京、新潟、名古屋、京都、大阪、神戸、岡山、広島、九州 

［D2］中規模病院有大学ダミー：(24法人) 

弘前、秋田、山形、群馬、金沢、福井、山梨、信州、岐阜、三重、鳥取、島根、山口、徳島、香川、愛媛、

高知、佐賀、長崎、熊本、大分、宮崎、鹿児島、琉球 

［D3］医科大学ダミー：(4法人) 

旭川医科、東京医科歯科、浜松医科、滋賀医科、富山医科薬科 

［D4］中規模病院無大学ダミー：(9法人) 

岩手、茨城、宇都宮、埼玉、お茶の水女子、横浜国立、静岡、奈良女子、和歌山、富山 

［D5］理工系中心大学ダミー：(13法人) 

室蘭工業、帯広畜産、北見工業、東京農工、東京工業、東京海洋、電気通信、長岡技術科学、名古屋工業、

豊橋技術科学、京都工芸繊維、九州工業、鹿屋体育 

［D6］文科系中心大学ダミー：(7法人) 

小樽商科、福島、東京外国語、東京芸術、一橋、滋賀、大阪外国語、筑波技術 

［D7］教育大学ダミー：(11法人) 

北海道教育、宮城教育、東京学芸、上越教育、愛知教育、京都教育、大阪教育、兵庫教育、奈良教育、鳴

門教育、福岡教育 

［D8］大学院大学ダミー：(4法人) 

北陸先端科学技術、奈良先端科学技術、総合研究、政策研究 
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営費交付金全体を被説明変数とした推定に関しても教員数と強い相関があることは当然の

結果といえよう。 

しかしながら、運営費交付金の競争的部分である特別教育研究経費を被説明変数とした

推定においても教職員数や学生数との間で正の相関関係が示された。つまり、特別教育研

究経費は公募・審査制を採用しているが、結果的にはその配分は教員数や学生数に対して

比例的な配分になっていることいえる。 

 

(図表 11)交付金の決定要因分析(法人類型ダミーなしのケース) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注)Ｐ値の隣に示されている***、**、*は、それぞれ、1％、5％、10％の有意性を意味する。 

 

2)推定結果＜法人類型ダミーありのケース＞ 

図表 12より、法人類型ダミーの交差項を用いて行った OLS推定の結果、「運営費交付金

の基礎的部分」、「運営費交付金の競争的部分(特別教育研究経費)」、「運営費交付金全体」

の全てのケースで教員数、学生数ともに有意な正の関係が示された。こちらの推定結果に

おいても、相対的には、教員数で強い関係が示された。 

運営費交付金の競争的部分を被説明変数とする推定で、大学院大学ダミーの変数とそれ

係数の値 Ｐ値 係数の値 Ｐ値

教員数 16197385 (0.000)***
学生数 1807811 (0.000)***
定数項 -1812263125 (0.000)*** -3020000000 (0.000)***
修正済みＲ二乗

基礎的部分

0.75870.9594

係数の値 Ｐ値 係数の値 Ｐ値

教員数 807560 (0.000)***
学生数 85586 (0.000)***
定数項 -174000000 (0.000)*** -200000000 (0.000)***
修正済みＲ二乗

競争的部分

0.53860.7561

係数の値 Ｐ値 係数の値 Ｐ値

教員数 20674399 (0.000)***
学生数 2296682 (0.000)***
定数項 -2680000000 (0.000)*** -4140000000 (0.000)***
修正済みＲ二乗

運営費交付金

0.9557 0.7487
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を教員数と掛け合わせた交差項の係数は有意な結果にはならなかった。また、運営費交付

金の競争的部分を被説明変数とする推定で、中規模病院無大学ダミー、大学院大学ダミー

教育大学ダミーの変数とそれを教員数と掛け合わせた交差項の係数は有意な結果にはなら

なかった。また、教員数による推定においては、大規模大学や医科大学で、配分額が大き

くなる傾向がみられた。また、学生数による推定においては、医科大学や大学院大学にお

いて、配分額が大きくなる傾向がみられた。 

(図表 12)法人類型ダミーあり 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注)Ｐ値の隣に示されている***、**、*は、それぞれ、1％、5％、10％の有意性を意味する。 

 

＜分析 2＞ 特別教育研究経費の配分決定要因：公平的な配分か否か 

ここでは、特別教育研究経費が運営費交付金の各項目とどのような関係にあるか、分析

を行った。被説明変数は、特別教育研究費の額、あるいは教員数、学生数で基準化した値、

説明変数で、注目する変数は、一期前の特別教育研究経費(教員当たり一期前の特別教育研

究経費、学生当たり一期前の特別教育研究経費)である。その他の説明変数としては、運営

費交付金の基礎的部分、付属病院経費、特殊要因経費を用いた。13また、データの出所と

                                                  
13それぞれの変数の詳細は以下である。 

係数の値 Ｐ値 係数の値 Ｐ値 係数の値 Ｐ値

教員数*Ｄ１ 16087754 (0.000)*** 798268 (0.000)*** 20498245 (0.000)***
教員数*Ｄ２ 12911182 (0.000)*** 571155 (0.000)*** 16603779 (0.000)***
教員数*Ｄ３ 18116126 (0.000)*** 984303 (0.000)*** 26445043 (0.000)***
教員数*Ｄ４ 11432650 (0.000)*** 378323 (0.007)*** 14144718 (0.000)***
教員数*Ｄ５ 16752684 (0.000)*** 642039 (0.000)*** 19535464 (0.000)***
教員数*Ｄ６ 12944677 (0.000)*** 861470 (0.004)*** 16581651 (0.000)***
教員数*Ｄ７ 12509268 (0.000)*** 438244 (0.016)*** 15167262 (0.000)***
教員数*Ｄ８ 8599485 (0.000)*** 503366 (0.125) 10972447 (0.000)***
定数項 -490000000 (0.109) -68168921 (0.160) -922000000 (0.026)**
修正済みＲ二乗

基礎的部分 競争的部分 運営費交付金

0.972 0.773 0.968

係数の値 Ｐ値 係数の値 Ｐ値 係数の値 Ｐ値

学生数*Ｄ１ 1845986 (0.000)*** 87494 (0.000)*** 2347098 (0.000)***
学生数*Ｄ２ 1284101 (0.000)*** 54048 (0.000)*** 1653597 (0.000)***
学生数*Ｄ３ 4577797 (0.000)*** 228047 (0.007)*** 6731530 (0.000)***
学生数*Ｄ４ 784576 (0.000)*** 21889 (0.100) 968171 (0.000)***
学生数*Ｄ５ 1319642 (0.000)*** 47421 (0.009)*** 1551632 (0.000)***
学生数*Ｄ６ 721467 (0.011)** 41786 (0.086)* 926034 (0.012)**
学生数*Ｄ７ 873530 (0.000)*** 24044 (0.194) 1057481 (0.000)***
学生数*Ｄ８ 5343513 (0.008)*** 240895 (0.162) 6437983 (0.014)**
定数項 -240000000 (0.766) -26150258 (0.704) -591000000 (0.571)
修正済みＲ二乗 0.835 0.616 0.830

基礎的部分 競争的部分 運営費交付金



 27

しては、分析 1と同様、運営費交付金の内訳は文部科学省より入手し、・教員数、及び学生

数は、治部ほか(2008)よりデータを得ている。 

推定の視点は、運営費交付金の内部において、公平的に配分されているのかということ

である。つまり、被説明変数と説明変数の間に、代替的な関係があれば、結果として公平

的な配分であるといえる。一方、補完的な関係があれば、結果として、公平的な配分とは

評価できない。推定は、わが国の 2005 年から 2006 年の 2期間、全 85国立大学法人別のデ

ータを用いて、大学に固有の効果と時期による効果の両方向の効果を入れたモデルによる

パネルデータ分析を行った。 

 

1)推定結果 

図表 13から、推定結果をみると、注目する変数である一期前の特別教育研究経費は、特

別教育研究経費に対して、マイナスに有意な値となっている。推定結果からは、特別教育

研究経費は前年度配分の少ないところに、今年度配分する仕組みが伺える。すなわち、国

は特別教育研究経費の配分に裁量の余地を有し、国は前年度配分が少ない(割り当てられて

いない)大学に今年度に配分している可能性がある。このことは、結果として、公平的な配

分となっていることになる。ただし、研究プロジェクトは数年のものが多く、サイクルも

考慮する必要はあるものの、結果としては、補助金を効率化する為のルール化の導入の結

果生じる不都合を適宜調整するバッファーの役割を担っていると言えよう。したがって、

審査方法の透明性の確保やその効果を検証するなど、説明責任が必要であろう。また、運

営費交付金の基礎的部分、及び特殊要因経費は、特別教育研究経費に対して、マイナスに

有意な値である。一方、付属病院経費は、有意な結果ではない。したがって、運営費交付

金内部では、全体的に代替的に配分されているという関係があり、結果として公平的な配

分になっているといえよう。 

 

                                                                                                                                             
被説明変数：(モデル１)特別教育研究経費 

(モデル２)特別教育研究経費/教員数 

(モデル３)特別教育研究経費/学生数 

説明変数：運営費交付金の「基礎的交付金の部分」、「付属病院経費の部分」、「特殊要因経費の部分」、「一

期前の特別教育研究経費の部分」、それぞれの教員数当たり、及び学生数当たりの額。 
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(図表 13)特別教育研究経費の配分決定要因 

係数の値 Ｐ値

基礎的部分 -0.9356 (0.000)***
付属病院経費 -0.003 (0.986)
特殊要因経費 -0.1261 (0.016)**
特別教育研究経費（-1) -0.5454 (0.000)***
定数項 1.08E+10 (0.000)***
修正済み決定係数 0.961

特別教育研究経費

 

係数の値 Ｐ値

基礎的部分/教員数 -0.0388 (0.171)
付属病院経費/教員数 -0.073 (0.781)
特殊要因経費/教員数 -0.0315 (0.115)
特別教育研究経費（-1)/教員数（-1) -0.3963 (0.000)***
定数項 1514674 (0.001)***
修正済み決定係数 0.833

特別教育研究経費/教員数

 

 

係数の値 Ｐ値

基礎的部分/学生数 -0.0589 (0.021)**
付属病院経費/学生数 0.3181 (0.101)
特殊要因経費/学生数 0.1056 (0.007)***
特別教育研究経費（-1)/学生数（-1) -0.2072 (0.039)**
定数項 132157 (0.003)***
修正済み決定係数 0.690

特別教育研究経費/学生数

 

 

注 1)Ｐ値の隣に示されている***、**、*は、それぞれ、1％、5％、10％の有意性を意味する。 

注 2)ハウスマン検定の結果、個別効果、期間効果ともに固定効果が採択された。 

 

＜分析 3＞ 特別教育研究経費と成果指標との関係 

ここでは、特別教育研究経費の配分が成果指標との関係を分析する。第一の推定で「学

生当たり特別教育研究経費と教育指標」、第二の推定で「教員当たり特別教育研究経費と研

究指標」、第三の推定で「教員当たり特別教育研究経費と社会貢献指標」という 3つの関係

を分析する。推定は、2005 から 2006 年において、全 85国立大学法人別の固定効果モデル

によるパネルデータ分析を行った。14また、データの出所としては、分析 1 と同様、運営

                                                  
14それぞれの変数の詳細は以下である。 

被説明変数：(モデル１)特別教育研究経費/学生数 

      (モデル２)特別教育研究経費/教員数 

説明変数：(モデル１)教育指標(教員数/学生数、学生あたり教育経費)、(モデル２)研究経費(教員当たり

研究経費、教員当たり英語論文＋日本語論文、教員当たり科学研究費補助金採択件数)、(モデル３)社会

貢献指標(教員当たり受託事業等収益(国等以外から)、教員当たり寄付金収益)。 
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費交付金の内訳は文部科学省より入手し、教員数、及び学生数は、治部ほか(2008)よりデ

ータを得ている。 

 

1)推定結果 

ここでは、学生数や教員数によって基準化した特別教育研究経費が、結果としてどのよう

な配分となっているかを、既存のデータに基づく国立大学法人の成果指標(教育、研究、社

会貢献)との関係において評価する。特別教育研究経費は、(分析 2の結果を考慮しなけれ

ば)本来競争的に公募審査方式の基で配分されることから、そもそも大学の様々な成果に応

じて配分することを意図した性質の資金ではないが、分析で用いた既存の成果指標が、真

に大学の教育・研究の質を表すものであれば、競争的資金という意味で、いくらかの関係

がみられるかもしれない。ここでは、特別教育研究経費が結果としてどのような指標に応

じた配分となっているのかを明らかとする。 

図表 14より、まずは、特別教育研究経費と教育指標についての推定をみていく。大学教

育の質の代理変数(説明変数)としては、学生当たりの教員数(教員の充実度)、及び学生当

たり教育経費(学生に対する教育経費の充実度)を用いる。 

推定結果から、教育指標に関しては、学生当たりの教員数は、学生当たりの特別教育研

究経費に対して、正に有意な値である。一方で、学生当たり教育経費は、学生当たりの特

別教育研究経費に対して、負に有意な値であることが示された。 

次に、特別教育研究経費と研究指標についての推定をみていく。大学の研究の質・成果

の代理変数(説明変数)としては、教員当たりの研究経費(研究経費の充実度)、教員当たり

の論文数(英語＋日本語論文)、教員当たりの科研費採択件数、教員当たりの特許公開件数

を用いる。 

推定結果から、研究指標に関しては、教員当たりの研究経費は、教員当たりの特別教育

研究経費に対して、正に有意な値である。一方で、教員当たりの論文数は、教員当たりの

特別教育研究経費に対して、負に有意な値であることが示された。その他の研究指標に関

しては、有意な結果が示されなかった。 

最後に、特別教育研究経費と社会貢献指標についての推定をみていく。ここでは、既存

のデータから得られる大学の社会貢献の指標として、教員当たりの国等以外からの受託事

業等収益(民間からの受託事業)、教員当たりの寄付金収益を用いる。 

推定結果から、社会貢献指標に関しては、教員当たりの受託事業等収益(国等以外から)

は、教員当たりの特別教育研究経費に対して、正に有意な値である。また、教員当たりの

寄付金収益もまた、教員当たりの特別教育研究経費に対して、正に有意な値であることが

示された。 

以上の結果より、教育指標に関しては、教育経費よりも教員に応じた配分であり、研究
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指標に関しては、論文数よりも研究経費に応じた配分であり、社会貢献指標に関しては、

受託収益・寄付金収益に応じた配分であることが示された。ただし、指標の問題もあり、 

これらの結果から、特別教育研究経費の配分の是非を議論するまでには至っていない。今

後、審査および成果に関しての説明責任を達成していくことが必要であろう。 

 

(図表 14)特別教育研究経費と成果指標の関係 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注 1)Ｐ値の隣に示されている***、**、*は、それぞれ、1％、5％、10％の有意性を意味する。 

注 2)ハウスマン検定の結果、個別効果として変量効果が採択された。 

 

4．付属病院に対する運営費交付金 
ここからは、「付属病院に対する運営費交付金」の会計処理上の問題に注目した分析を

行う。一般会計から国立大学に対して投入された「付属病院に対する運営費交付金」は、

会計上では、病院において必要とされた交付金として、「付属病院運営費交付金収益(決算)」

という勘定科目により P/Lに計上されている。しかし、「付属病院に対する運営費交付金」

と国立大学内で行われる会計処理により計上されることになる付属病院において収益化さ

係数の値 Ｐ値

教員数/学生数 4260000000 (0.010)***
教育経費/学生数 -2088395 (0.003)***
定数項 612000000 (0.001)***
修正済み決定係数

教育指標

特別教育研究経費/学生数

0.064

係数の値 Ｐ値

研究経費/教員数 210537 (0.000)***
（英語論文＋日本語論文）/教員数 -253000000 (0.008)***
科学研究費補助金採択件数/教員数 -26203207 (0.524)
特許公開件数/教員数 126000000 (0.882)
定数項 -47184165 (0.342)
修正済み決定係数

研究指標

特別教育研究経費/教員数

0.348

係数の値 Ｐ値

受託事業等収益（国等以外から）/教員数 526 (0.008)***
寄付金収益/教員数 438 (0.000)***
定数項 -93197559 (0.072)*
修正済み決定係数

特別教育研究経費/教員数

0.259

社会貢献指標
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れた交付額である「付属病院運営費交付金収益(決算)」は、一致しない。つまり、明瞭な

国立大学の会計を考えれば、付属病院に対する運営費交付金として国が算定する予算と実

際に国立大学の付属病院で使われた交付額とが、一致しているべきであろう。したがって、

以下では、まず国立大学の付属病院に対する予算と決算の比較を行い。その差がどのよう

な会計上の問題から生じているのかを指摘する。続いて、付属病院運営費交付金の算定ル

ールは、前年度より付属病院収入が 2％増加させることとする前提があるが、国立大学法

人の現状として、そのような前提を置くことの妥当性を(データの制約があるものの)既存

のデータを用いて検討することで、付属病院運営費交付金の算定上の問題を指摘する。ま

た、これらの評価においてのデータの限界に関しても言及しておくこととする。 

 

4－ⅰ 予算額と決算額の比較 
ここでは、付属病院に対する運営費交付金である「付属病院運営費交付金」と「付属病

院運営費交付金収益(決算)」を、2006 年度で比較する。 

図表 15より、全国の病院の合計で見て、文部科学省による交付金算定における「付属病

院運営費交付金」の全交付金に占める割合は 5％程度であるのに対して、国立大学法人が

交付額を収益化した決算額である「付属病院運営費交付金収益」が、全交付金収益(決算)

に占める割合は、18％にもなっている。つまり、全体でみて付属病院に対する交付金の予

算と決算では 13％もの開きが生じている。 

 

(図表 15)付属病院と付属病院以外の交付金(マクロ図) 
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また、図表 16より、付属病院を有する大学ごとに、割合の差をみると、もっとも予算と
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決算の開きが大きいのが医科系単科の国立大学法人であり、続いて中規模で付属病院を有

する国立大学法人、最も乖離が小さいのが大規模の国立大学法人となっている(付属病院は

有している)。医科系単科大学は、交付された額と収益化した額との差が特に大きいことが

示される。以下では、このような結果を、付属病院に対する運営費交付金の予算額の算定

ルールと国立大学内での収益化の過程をみることから、どのようにして乖離が生じていく

のかをみる。 
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(図表 16)付属病院交付金の予算と決算の差(予算－決算) 
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これらの結果は、第一に、2－ⅱで論じた通り、運営費交付金の予算額は、財務省の調

整を経て若干の減額を通じて交付され、国立大学法人においての収益化の過程を経て決算

額として運営費交付金収益が計上されているため違いが生じてくること、第二に、交付金

算定における経費積算基準と、病院側で交付金を収益化する際の会計基準が異なっている

ことがあげられる。 

まず、付属病院の運営費交付金がどのように算定されているのかをみていく。付属病院

に対する運営費交付金は、「一般診療経費＋債務償還経費」と「病院収入＋付属病院運営

費交付金」が対応するように決定されている。したがって、「病院収入」が「一般診療経

費＋債務償還経費」と一致、あるいはそれを上回る場合、付属病院に対する運営費交付金

は交付されない。一方で、「標準運営費交付金」の中には、病院関係の経費(付属病院に所

属する教員の人件費、非常勤である研修生、指導医の人件費、付属病院における教育・研

究に要する経費)などが含まれているという事実がある。このことは、付属病院の財務諸表

に計上される運営費交付金収益には、附属病院運営費交付金のほか、標準運営費交付金を

も含まれたものとなっているともいえる。よって、病院以外の経費として算定された交付

金が、病院に回っていることを示している。今後、病院の実態に即した経費算定となって

いるのかを議論するためには、これらの基準の統一を通じた透明化する必要である。 

 

 

4－ⅱ 付属病院運営費交付金の算定上の問題 
次に、「付属病院運営費交付金」の算定するルールを見る。付属病院運営費交付金(予

算)は、以下の式で表される。 

 

付属病院運営費交付金(予算)＝一般診療経費(2004 年度予算で固定)－付属病院収入 

＋付属病院特殊要因経費＋債務償還経費 

 

付属病院収入＝1期前の付属病院収入(予算) 

        ＋経営改善額(2004 年度付属病院収入予算額の 2％) 

 

付属病院特殊要因経費および債務償還経費は、その年度で措置されるものである一方で、

一般診療経費は、2004 年度予算額で固定されており、また、付属病院収入も 2003 年度予

算額から、毎年、2004 年度付属病院収入予算額の 2％を積み上げていったものとなってい

る。すなわち、経費は一定、収入は 2％増加させるものと想定されている(先に論じた「国

立大学法人運営費交付金算定ルール」を参照)。以下では、それらの想定が実際に実現して

いるのかを確認してみよう。算定においては、キャッシュフローベースの付属病院収入(付

属病院業務によりどのくらいの資金を獲得したかを表示)が用いられているが、データの制

約から、公開されている付属病院セグメント情報の P/Lにある付属病院収益(診療行為を行
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い、債権として確定した収益(4月～3月に診療行為を行ったものが計上されるため、この

中には翌年度に収入のある保険請求分も含まれる))を用いた。また、以下の図表 17より、

その年度変化を見ると、付属病院収益は、多くの大学で、2％以上増加しており、収入の想

定は実現されていることになる。 
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(図表 17)国立大学法人別、付属病院収益の対前年度変化率の推移 
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次に、図表 18より、経費の変化を見る。ここでも、算定においては一般診療経費が用いら

れているが、データの制約から、公開されている付属病院セグメント情報の P/Lで利用可

能な診療経費(人件費を含まないなど一般診療経費とは区分が異なる)を用いた。その年度

変化を見ると、診療経費は、増減のばらつきが大きく、増加しているものもある(交付金算

定ルールでは 2004 年度で一定と想定)。図表 18には、参考として、付属病院収益と診療経

費にもとづいた改善度が示されている。しかし、この場合の改善度には、データの制約か

ら債務償還経費が考慮されていないため、各国立大学の実際の改善度は、図表 18に示され

ているよりもかなり小さくなるであろう。 
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(図表 18)国立大学法人別、付属病院収益と診療経費の対前年度変化率と改善度 
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このように、交付金が想定する付属病院活動と実態の活動とを比較すると、各大学の地

域事情により、大学病院の経営状態には差が生じており、交付金算定での想定(経費一定、

収入 2％増加)が必ずしも達成されておらず、算定ルールの前提自体に限界があることが指

摘できよう。2010 年度以降の算定では、これらの実態をどのように評価し、交付金配分を

行っていくのかが重要となるといえる。 

 

5．本研究のまとめ 
本稿では、運営費交付金の配分の決定要因分析と、付属病院に対する運営費交付金の想

定と実態の比較を行った。 

まず、運営費交付金の配分の決定要因分析においては、現行制度が、経費(特に、人件

費)を保障するという従来の配分方法を踏襲していることから、教員数との強い相関が見ら

れた、特別教育研究経費の要因分析からは、現在の運営費交付金は、競争的部分において

も、結果としては、公平性を重視した地方交付税のように財源保障型の配分が行われてい

る傾向にあることがわかった。このような配分結果は、効率化努力を促していると主張で

きるほどの結果ではなく、今後の配分において、効率性を重視した成果主義配分を行うべ

きとの主張は今後もなされるであろう。 

成果配分を説得的に行うためには、指標情報の整備が重要である。研究指標情報の整備

は比較的可能であるが、研究は外部資金や科研費で行えばよいとの議論もあり、その場合

には、教育と研究経費の分離が 1つの課題となる。教育指標情報の整備に関しては、教育

プログラムの評価、学生満足度アンケートなど、多面的な評価が必要となろう。オースト

ラリアで行われている LTPF(Learning and Teaching Performance Fund)など海外事例も参

考となろう。さらに、社会貢献指標情報の整備に関しては、研究成果に現れてこない部分

の把握がポイントとなろう。研究成果指標で相対的に低くなると思われる地方部の大学で、

社会貢献指標がどのくらいあるのかが、地方の国立大学の存在意義を決めると思われる。 

また、付属病院運営費交付金の構造分析の結果からは、文部科学省の算定ルールと実際

の各大学の運営の間には、乖離がみられることがわかった。したがって、財務指標と算定

ルールの定義の統一を行うと同時に、この乖離を実態に合わせていかに小さくできるかが、

2010 年度から実施される中期計画に向けての課題であろう。 
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